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第7  老後等に対する備え
1  わが国の年金制度
(1)  現状

どこの国でも,国民生活は夫婦と子供を中心とする家庭を単位として営まれる。その家庭の経済は一家の
中心である働き手の収入によつて支えられる。ところが,一家の経済をになう働き手も,時には病気になつ
たり,失業したりして収入を失うことがある。また老年になつて退職し,あるいは心身に障害を残して働く
ことができなくなつたり,病気や事故で死亡したりして,家庭の収入が永久に途絶えてしまうことがある。
前者の一時的な所得の中断に対して国民生活を保障する制度が疾病保険や失業保険であるのに対して,年
金制度は後者の永久的な所得の喪失に対する制度である。

年金制度の目的は,個々の国民がみずから十分言な備えをしておくことが容易でない老令,障害,死亡の事故
に対して社会的連帯による共通の基金を設けておき,失われた所得を補うことによつて安定した生活を維
持することである。したがつて,すべての就業者とその家族,全国民が年金制度による保障を受けていなけ
れば,社会保障制度としての年金制度としては十分とはいえない。このような国民皆年金と言われる状態
が,わが国で実現したのは,昭和36年4月これまで年金制度の対象とされなかつた農漁民,自営業者等のため
の制度として国民年金が実施されてからのことである。

わが国の年金制度として最初のものは,明治8年の海軍退隠令,翌9年の陸軍恩給令であつた。一般官吏に対
する恩給制度も間もなく実施されたが,これらの制度は公務に永年従事した者に対して国が恩恵として年
金を支給するという性格のものであつて,一般の被用者,事業主,国の3者が,共同連帯により生活の安定を図
ることを目的とする社会保険としての年金制度がわが国で誕生したのは,明治初年の恩給制度から半世紀
を隔てた昭和10年代のことである。

昭和14年に,船員を対象とする総合的な社会保険制度として船員保険が創設され,年金制度もその一部門と
して組み込まれた。15年には,一般の会社,工場,商店等の被用者を対象とする厚生年金保険が創設された。
このほか戦前の年金制度としては,恩給法の適用を受けない現業官庁の職員で組織する共済組合制度が鉄
道,印刷,専売その他の職場で設けられていた。

このような戦前の年金制度は,終戦後今日までの間に組織と内容の両面で多くの変革を受け,厚生年金保険
から離れて若干の年金制度が設けられたり,公務員恩給制度が共済組合制度に統合されて社会保険として
の脱皮が図られたりして,現在では7種類の被用者に対する年金制度が国民年金制度とともに,わが国の国
民皆年金体制を構成している。第7-1図は,このような国民の各階層に対する年金制度の沿革を示したもの
であり, 第7-2図は,これらの制度の対象者数を示すものである。

第7-1図 公的年金制度の沿革及び適用区分
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第7-2図 公的年金制度所属区分
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第7  老後等に対する備え
1  わが国の年金制度
(2)  内容

年金制度の目的は,前に述べたとおり生活を脅かす各種の事故によつて失われた所得を補い,国民生活の安
定を図ることである。したがつて,社会保険による年金制度では,あらかじめ,どのような場合(支給要件)に,
どの程度の額(給付額)を年金として支給するかを,制度の趣旨に沿つて定めている。どの制度でも老齢(退
職),障害,遺族の3種類の年金が制度の中心であるが,このほかに制度からの脱退に対する保険料の払い戻し
である退職一時金(脱退手当金)や遺族一時金,軽い障害に対する見舞金的性格を持つ障害一時金等の給付
が設けられている制度もある。各制度の支給要件や給付額は,それぞれの制度の沿革や対象者に応じて異
なつている。その概要を老令(退職)年金にして示したのが第7-1表であるが特に著しい相違点は,遺族年金
の支給要件であつて,厚生年金や船員保険では6か月以上の制度加入が要件となつているのに対して,長期
勤続者優遇の色彩を残している各共済組合では,10年以上の加入という厳しい要件が課されている。又各
種共済組合が,退職時又はそれにさき立つ数年間の俸給に比例する給付額であるのに対して,厚生年金と船
員保険には均一の定額部分があり,報酬に比例する部分でも全期間の平均が計算の基礎に採用されてい
る。

第7-1表 老令(退職)年金受給資格,年金額の状況

厚生白書（昭和38年度版）



老令年金,退職年金を受けるために必要な資格期間(制度に加入していた期間)は,被用者年金では船員保険
等を除き20年,国民年金では25年である。したがつて,職業を変えたために他の制度に移つた人達は,一つ
の制度で要求される資格を満たし得ないことになる。この問題を解決するために,国民年金制度が発足し
た昭和36年4月から通算年金の制度が設けられ,各制度の加入期間を合わせて20年(被用者年金のみ)又は
25年(国民年金を含む。)に達すれば,各制度から加入期間に応じた年金が支給されることとなつた。

国民皆年金の実をあげるためには国民各層が年金制度に加入しているばかりでなく,老令に際して,必ず年
金が支給される状態にしなければならない。これを実現するうえでの問題点が二つあつた。その一つは,
制度の間を移動したために年金が受けられない者の問題であり,他の一つは,すでに高令であつて必要な資
格期間を満たし得ない者の問題であつた。前者の解決が通算年金制度であり,後者の解決が福祉年金と各
年金制度の老令(退職)年金受給資格期間の経過的短縮であつた。

国民年金制度では,拠出制年金とならんで福祉年金が設けられているが,これは,皆年金体制の発足に際して
すでに老令,障害,死亡の事故により所得を失つている人達に対して全額国庫負担の年金を支給することを
主な内容としている。また年金受給年令には達していないが,国民年金制度創設当初から被保険者となつ
ても,受給資格期間を満たし得ない一定年令以上の人達のため,25年の期間を最短10年までに短縮する措置
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がとられた。国民年金以外の制度でも,すべて資格期間を経過的に短縮することとなり,これは通算年金に
も適用されたため,36年4月に50歳をこえない者はすべて拠出制の年金を受けることができ,その他の高齢
者の大部分は福祉年金を受けるという体制になつたのである。

制度の体系はこのように整備されたのであるが,現実の年金額は第7-2表のとおりきわめて低い。特に厚生
年金,船員保険の場合には,戦後の急激なインフレ対策として,保険料も給付額も切り下げていたため,今な
お発足当初の水準に戻つていない。このため,現在支給内容の大幅改善が準備検討されている。

第7-2表 種類別年金制度の受給等の状況

年金制度の内容を,必要な場合に必要な年金額をという見地からながめてみると,現在最も大きい問題とな
つているのは,遺族年金の資格期間が長過ぎる制度があること,給付水準が低い制度があつて不均衡が生じ
ていることであろう。
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第7  老後等に対する備え
1  わが国の年金制度
(3)  財政

年金制度の給付に要する費用は,保険料及び国庫負担でまかなわれる。事務費は原則として全額国庫負担
である。被用者年金の保険料は,健康保険等と同じく労使の折半負担であり,国は一部の制度を除き,費用の
一定割合を負担している。このような費用負担の方法を示す第7-3表をみると,厚生年金及び船員保険の保
険料率が他制度の1/3程度であることが注目される。このことは,厚生年金保険及び船員保険の給付額が他
制度よりも著しく低いことの大きな原因となつている。なお,国民年金の保険料には事業主負担はなく,ま
た,本人負担も後に述べるように定額制となっている。

第7-3表 公的年金制度の種類別保険料率及び国庫補助率

年金給付に要する費用のまかない方として,その時に要する費用をその時の保険料収入と国庫負担でまか
なう方式(賦課方式)と,あらかじめ保険料収入を積み立てておき,国庫負担の他に利子収入を加えて給付費
をまかなう方法(積立方式)がある。わが国の場合には,今後急激な人口の老令化が予測されており,保険料
を納める人達よりも年金の支給を受ける老令者の数が急速に増加して行くため,賦課方式では財政をまか
ない切れなくなる恐れがある。そこで,各制度とも積立方式に準拠した財政方式をとつているが,このため
あとに述べるように多額の積立金が準備されている。
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(1)  被保険者

国民年金の対象となる被保険者は,日本国内に住所を有する20才以上60才未満の日本国民で,現に他の公的
年金制度に加入していないものである。これらの人達は,すべて強制的に被保険者とされるが,他の年金制
度から給付を受けている者,老令(退職)年金の受給資格期間を満たしている者,あるいは,これらの人達及び
他制度の加入者の配偶者もしくは学生は,任意加入となつている。また制度発足時の経過措置として,昭和
36年4月1日において,すでに50才を越えている者は被保険者とされないが,当時50～55才までの者には任
意加入が認められた。

国民年金制度は,会社,工場等の事業所を一括して適用する厚生年金等の被用者保険と異なり,国民各個人を
対象としているため,被保険者のは握,保険料の納付等に困難が伴うので,国民の側の理解と協力を期待して
制度の運営を行なう仕組がとられている。一般国民を対象とするだけに,被保険者の数も2,212万人と膨大
な数が見込まれているが,発足以来3年間に被保険者としては握確認された者はその93%である。

第7-4表 国民年金被保険者数の推移
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(2)  保険料

国民年金制度は,その対象が農民,自営業者等所得の正確なは握がむずかしい階層であるため,他の制度と異
なつて均一拠出,均一給付の建前を採用している。保険料の額は,20～35才までは月額100円,35才以上は月
額150円となつており,毎年の保険料は,国民年金手帳に保険料相当額の印紙をはりつけ,市町村長の検認を
受けることによつて納付される。保険料には,この印紙によるもののほか,滞納した保険料を徴収される調
定保険料,従来の保険料をまとめて納付し割引の特典を受ける前納保険料,納付を免除された分をあとで納
める追納保険料等があるが,これらの保険料収入の実績を示すのが第7-5表である。

第7-5表 国民年金保険料収入の推移

保険料納付の状況を最も端的に示すものは検認率である。これは,被保険者の保険料を納めるべき月数に
対する検認済月数の比率であつて,昭和37年度には,前年度を6%上まわり80%であつた。保険料が源泉徴
収される被用者保険と異なり,自主的納付を待つ国民年金では,国民の理解が深まらなければ,保険料が完全
に納付されず,したがつて年金による生活保障が受けられない人が生ずる恐れもある。被保険者の側に納
入の意欲があつても,実際に保険料を納付する手数は必ずしも少くないので,地域を単位に保険料を一括納
入するための納付組織作りが現在進められている。

国民年金の被保険者には,無業者,失業者も含まれており,長い間には保険料を納付できない状態になること
も考えられる。国民年金制度は,従来年金制度に加入していなかつたすべての人達を対象としているから,
所得の低い者も多数含まれている。これらの者については,制度の被保険者としながら,保険料の納付義務
を免除し,一方給付面では免除期間を受給資格期間に導入し,納付済期間と同様の国庫負担を行なつて拠出
年金を受け易くしている。生活扶助を受けている場合,障害年金や母子年金を受けている場合等には法律
上当然に(法定免除),生活扶助以外の生活保護を受けている場合,収入が一定基準以下の世帯である場合な
どは申請して(申請免除)保険料免除を受けることができる。

保険料免除の実績をみると,昭和36年度末においては免除者数181万6,000人強制加入被保険者の10.8%,免
除された保険料総額は約25億円となつていたが,37年度末には,免除者数215万3,000人で強制加入被保険
者の12.2%,免除保険料総額約30億円に達している。この全国平均の12.2%も,地域別にみると大都市周辺
では低いのに対して,東北,四国及び九州では20～30%に及ぶ県があり,地域間の経済格差をおおむね反映
している。
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(3)  年金給付

国民年金の給付は,老令年金,通算老令年金,障害年金,母子年金,準母子年金,遺児年金,寡婦年金及び死亡一時
金の8種類となつている。これらの給付の支給要件と給付額の計算方式は第7-6表のとおりであるが,均一
拠出であるため給付も加入期間の長さに応ずる定額となつていること,母子年金の資格期間は妻の加入期
間であることなどは他の制度と異なる点である。

第7-6表 国民年金給付の概要
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年金給付の基本である老令年金は,受給資格期間として最低10年が要求されているので,当分の間受給者を
生じないが,障害,母子,準母子及び遺児年金の受給資格期間は,当初最短3年であつたのが1年に改正され,昭
和37年5月から受給者が発生した。現在までの受給者は第7-7表にみるとおり,母子年金が圧倒的多数を占
めている。

第7-7表 拠出年金受給者数
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(4)  財政

国民年金は,発足間もない制度で給付も本格化しないため,毎年の保険料収入の大部分は積立金として将来
に残される。この制度に対する国庫負担は,保険料の1/2と他制度よりも高い割合で,保険料と同時に負担
されるのが特徴である。昭和37年度の保険料収入総額は約216億円・国庫負担は,前年度の免除保険料に
対する分を含めて約119億円,37年度の積立金は約340億円である。このほか,国は制度の事務費を負担す
るが,その一部は市町村交付金のかたちで,事務の一部を分担する全国の市町村に対して支払われる。
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(5)  福祉年金

国民年金の拠出年金を受けるためには,まず被保険者になつていなくてはならず,かつ,保険事故が生じたときにおいて一定の保険料納付要件を満たしていなくてはな
らない。したがつて,この制度発足時点において,すでに保険事故の生じている人並びに国民年金の被保険者とはならない人等に対する保障は,拠出年金からは期待で
きないわけで,これらの人達を対象としているのが無拠出制の年金すなわち福祉年金である。

福祉年金は,大別して経過的なものと,補完的なものとに分けられるが,経過福祉年金とは,前述したように制度発足に当つてすでに老令,障害,母子及び準母子状態にある
人達や50才以上の人達を対象として支給される年金であり,補完的福祉年金とは,国民年金の被保険者でありながら,拠出能力がなく保険料免除を受けていたか,又は被
保険者期間が短かいため拠出年金の受給要件を満たせなかつた人達を対象として支給される年金である。

これらの年金は,当然のことながら全額国庫から支給される。そしてこの給付費が全額国庫負担であるということから,福祉年金には各種の支給制限が設けられ,また
拠出年金にくらべて支給要件が厳しく,年金額も低額なものとなつている。

すなわち,福祉年金の種類は老令,障害,母子,準母子の4種類となつているが,それらの支給要件は,老令福祉年金は70才から支給され,障害福祉年金は重度の障害(1級障
害)にある場合に限られ,又,母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件又は加算の対象となる孫,又は弟妹は義務教育終了前であるが20才未満で重度の身体障害者
(1級障害)であるものに限られる。年金額は,老令福祉年金は1万3,200円,障害福祉年金は2万1,600円,母子福祉年金並びに準母子福祉年金は1万5,600円(子,孫又は弟妹
が2人以上あるときは,それらの子等1人につき4,800円の加算がある)となつている。

福祉年金の支給制限の主なものは,いわゆる公的年金受給制限と,所得制限といわれるものである。公的年金受給制限とは,福祉年金の受給権者が,公的年金を受けてい
る場合には,その公的年金の額が2万4,000円(その公的年金が戦争公務に基づく死亡又は廃疾が原因で支給される場合には7万円)以上であれば福祉年金は全額支給停止
となり,公的年金が2万4,000円(あるいは7万円)未満の場合には,福祉年金の額を限度として,2万4,000円(あるいは7万円)と公的年金額の差額だけ支給されるというもの
である。

所得制限は,福祉年金の受給権者本人,受給権者の配偶者あるいは扶養義務者が,前年に一定限度額以上の所得を有するときにはその福祉年金の支給を停止するという
ものである。その限度額とは,本人の場合は18万円(前年に,義務教育終了前の子等を扶養するときは,それらの子等1人につき3万円の加算がある),配偶者の場合は,おお
むね所得税の免税扶養義務者の場合は5人標準世帯で収入60万円となつている。

福祉年金は,昭和34年11月の支給開始以来,数年が経過しようとしているが,その間たゆみなく支給要件の緩和,支給制限の緩和,年金額の引上げ等の制度の内容改善が行
われてきて,前述のような姿になつている。現在の福祉年金支給状況は第7-8表のとおりである。

第7-8表 福祉年金支給状況
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第7  老後等に対する備え
2  国民年金
(6)  国民年金の一部改正

国民年金制度は,創設以来,国民経済の成長に応じて毎年のごとく制度の内容を改善しながら今日にいたつ
ているが,昭和39年度においては重点的に次のような改正が図られることとされている。

第一に,現行法では障害年金の対象外となつている結核,精神病等の内科的疾患に基づく障害者にも年金を
支給することである。すなわち,現行法では障害年金,障害福祉年金の支給の対象となる障害の種類は,視聴
力,平衡機能,咀嚼機能,音声,言語機能等の障害,し体不自由等のいずれも外見的な身体障害者に限られてい
る点が,新たに結核によるすべての障害,非結核性疾患による呼吸器機能障害を加えるとともに,精神障害
(精神病質,神経症,精神薄弱を除く。)も採り入れるようにすることである。

第二に,母子年金,準母子年金の加算の対象となる障害児の範囲も障害年金の場合と同様に拡大することで
ある。

第三に,福祉年金受給者を扶養している扶養義務者に一定基準額以上の所得があるときは福祉年金の支給
を停止する建前を採つているが,この基準額を緩和し,たとえば扶養家族数5人の場合は,現行の収入60万円
を65万円に引き上げることである。

第四に,福祉年金受給者が戦争公務により廃疾等となつたことに基づき公的年金を受ける場合は,合計して
7万円を限度として福祉年金が支給されてきたが,今回この限度額を8万円に改正することとしている。
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第7  老後等に対する備え
3  厚生年金保険
(1)  適用事業所,被保険者

厚生年金保険法が適用される会社,工場,事務所等の適用事業所には,一定の要件を備えている強制適用事業
所と,この要件を備えていなくても都道府県知事の認可を受けて適用される任意包括適用事業所とがあ
る。この適用事業所についてもまた,被保険者についても,健康保険の取扱いと全く同一であつて,強制また
は任意包括適用にかかわらず,適用事業所に常態的に使用される者はすべて被保険者となる。このほかに
適用事業所以外の事業所に使用される者でも,都道府県知事の認可を受けて被保険者(任意単独被保険者)
になることができ,また,事業所をやめても一定の要件を備えている者は,都道府県知事に申し出て被保険者
の資格を継続(任意継続被保険者)できることになつている。これらの被保険者は次の種別によつてわけて
取り扱われている。

第1 種被保険者・・・第3種被保険者以外の男子

第2 種被保険者・・・女子

第3 種被保険者・・・常時坑内作業に従事する者

第4 種被保険者・・・任意継続被保険者

第7-3図 厚生年金保険適用事業所数の推移

第7-4図 厚生年金保険種別被保険者数の推移
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第7  老後等に対する備え
3  厚生年金保険
(2)  標準報酬,保険料

厚生年金保険料においては,保険料及び保険給付を計算する場合,被保険者の報酬月額がその要素となるが
いずれの場合においても,その実額を用いるとすると事務上きわめて煩雑であり,ほとんど実用にたえない
こととなる。このため被保険者の報酬実額を一定範囲の標準額におきかえて取り扱われている。

保険料は,標準報酬月額に保険率を乗じて計算されるが,積立方式をたてまえとする厚生年金保険の財政の
均衡を保つため,支出面での保険給付の予想額,収入面での積立金の運用利子及び国庫負担の予定額に照し
て,5年目ごとに保険料率の再計算が行なわれ,その結果により保険料率が改められている。

第7-9表 厚生年金保険標準報酬の推移

第7-10表 厚生年金保険保険料率の推移
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第7  老後等に対する備え
3  厚生年金保険
(3)  保険給付

厚生年金保険の保険給付の種類,支給要件及び給付額の概要は,第7-11表のとおりであつて,厚生年金保険の
年金給付は,公務員,公共企業体職員等を対象とする各種共済組合に比較してみると,障害年金や遺族年金の
資格期間が短いこと,各種の加算が設けられていること等社会保障的な性格で貫かれている。年金額が2万
4,000円の定額部分と報酬比例部分とで構成されているのも,このような趣旨に基づくもので,2万4,000円
の定額部分は,生活保護基準にも見合う最低生活保障の意味を持つ額として説明された。もつとも,厚生年
金の現在の給付体系が作られた昭和29年当時の老令者の生活保護基準である月額2,000円は,現在では
5,000円近くに達しており,現在の年金額がきわめて魅力に乏しいものとなつていることはすでに述べたと
おりである。したがつて,厚生年金保険の給付内容を大幅に引上げて,老後の保障にふさわしい制度とする
ことは最も急を要する問題であるので,現在そのための改正準備が進められている。

第7-11表 厚生年金保険給付の概要
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保険給付状況は,第7-12表,第7-13表 及び第7-5図のとおりである。

第7-5図 厚生年金保険給付支給件数の推移
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第7-12表 厚生年金保険1件当り年金額の推移

老令年金の受給者は,現在9万9,000人に過ぎないが1,500万を越える被保険者を持つ制度としてはきわめて
少ない。しかし,制度発足後満20年を経て,今後年金受給者は急激にふえ,昭和45年は46万人,55年は152万
人,65年は288万人となるものと予想されている。

通算老令年金は36年に創設されたので,その件数はまだ少ない。障害年金は内科疾患による廃疾状態の回
復があるため,横ばい状態となつている。

第7-13表 厚生年金保険一時金給付状況の推移
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第7  老後等に対する備え
3  厚生年金保険
(4)  財政

最近5か年の推移は,第7-6図のとおりであるが,昭和37年度の実績を例にとれば,収入については,その総額
1,666億円に対して,保険料収入がその74%,運用収入が24%,その他が2%,支払については,その総額150億
円に対して,保険給付費がその94%,その他6%となつている。

この収入残額が保険給付の財源として積立てられており,37年度末におけるその総額は7,152億円に達して
いる。

第7-6図 厚生年金保険制度別収支状況の推移
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第7  老後等に対する備え
3  厚生年金保険
(6)  厚生年金保険の一部改正

厚生年金保険については,開会中の第46通常国会に改正法案を提出すべく,現在その準備作業が進められて
いる。前述したように,現在の厚生年金の給付水準は,他制度に比較して余りにも低く,国民の老後の生活を
保障するための制度としての魅力を欠いている。従つて,給付水準の大幅な引き上げを要望する声が高ま
つていたが,給付改善は必然的に保険料負担の増額を伴うため関係者の利害が必ずしも一致せず,その調整
がきわめて困難な問題となつている。現在とりまとめられている改正案の骨子は,年金の給付額を定額部
分及び比例部分ともに2倍近くまで引き上げること,老令年金や遺族年金の支給要件を整備すること,民間
企業の間に普及しつつある私的退職年金と厚生年金保険との間に合理的な調整方法を講ずることなどで
ある。

この改正案が実現すれば,老令年金の額は,月額5,000円の定額部分(20年以降30年までの1年につき250円の
加算)に報酬比例部分として平均標準報酬の10/1000(20年で20%,30年で30%)が加えられ,20年間制度に加
入した平均的な受給者で月額1万円の年金が受けられることになる。これによつて,始めてわが国の被用者
年金保険の中核としての厚生年金は,労働者の老後の生活を保障するにふさわしいものとなるであろう。

したがつて改正法案ができるだけ早い機会に成立することが望まれる。
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第7  老後等に対する備え
4  船員保険
(1)  年金部円の内容

船員保険は,船員を対象とする総合的社会保険であつて,医療保険,失業保険と並んで,被保険者の老令,障害,
死亡に対して年金又は一時金を支給する年金部門を有している。その被保険者の範囲,対象数等について
は,すでに医療保険の項で述べたとおりである。

船員保険の年金部門の給付には,二つの性格のものが含まれている。一つは,所得保障的色彩の強い厚生年
金保険と同様のものであり,他の一つは,船員法に定められた船主の災害保障責任を肩代りする労災保険的
な色彩の濃いものである。前者の部分は海上労働の特殊性から厚生年金保険における坑内夫と同様に,支
給要件,年金開始年令等が,一般の被用者よりも有利に定められている。船員保険の年金部門の支給要件,給
付額をとりまとめたのが第7-14表である。船員保険法についても厚生年金保険法に準拠して改正案の作
成が準備されている。

第7-14表 船員保険年金部門の給付概要
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第7-15表 船員保険老令給付支給の推移
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第7-16表 船員保険障害給付支給の推移

第7-17表 船員保険遺族給付支給の推移
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第7  老後等に対する備え
4  船員保険
(2)  保険給付

船員保険の老令年金は,昭和37年度末で3,751件である。この件数は,厚生年金と同様に今後急速に増大す
るものと思われる。このほか,業務上を含む障害年金3,069件,同じく業務上を含む遺族年金1万9,189件が
発生している。船員保険の年金部門の給付には,このほか通算老令年金,脱退手当金,障害手当金,遺族一時
金等の給付がある。
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第7  老後等に対する備え
4  船員保険
(3)  財政

船員保険の保険料は,医療,失業部門を含む総合保険料となつているが,このうち厚生年金相当の坑内夫と同
様標準報酬の42/1,000でこれを労使が折半負担する。このほか,事業主は,労災保険相当分として56/1,000
を負担している。国庫負担は労災保険相当部分を除き,年金給付に要する費用の20%である。船員保険の
年金部門の積立金は,昭和37年度末で約185億円である。
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第7  老後等に対する備え
5  積立金の運用
(1)  積立金とその使途

厚生年金保険制度及び拠出制国民年金制度は,その財政方式として積立方式を採用している関係上,給付が
全面的に行なわれるようになるまでは,毎年保険料や保険料の運用から生ずる収入等からばく大な積立金
が蓄積されていくことになる。その積立金の額は,厚生年金保険制度においては,昭和37年度末で7,152億
円に及び,また,38年度末には約8,873億円に達すると見込まれ,制度を改正しないとしても将来のピーク時
には,4兆8,000億円に達するとみこまれている。今日までの積立金累積状況は第7-18表のとおりである。

第7-18表 厚生年金保険積立金累積状況

国民年金制度においては,初年度の36年度で305億円,37年度末で645億円に達し,また38年度末には約
1,079億円にのぼると見込まれ将来のピーク時代で3兆6,000億円程度にまで達するものとみこまれてい
る。このようにばく大な額が積立てられる厚生年金保険積立金及び国民年金積立金は,郵便貯金,簡保資金
等の任意の貯蓄的な資金と異なり,被保険者等から強制的に拠出された零細な保険料の集積によるもので
あるので,この積立金の運用に当つては,国民生活の安定向上に直接役立つ分野に限つて投融資するものと
し,特にそのうち,毎年度積立金増加額の25%に相当する額は,いわゆる還元融資として保険料拠出者の生活
向上に直接寄与する分野に限つて融資することとされている。この積立金は,現在,大蔵省資金運用部に預
託され,他の国家資金とともに管理運用されている。第7-19表は,38年度財政投融資計画における使途別分
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類を示すものであるが,この表によると,年金資金等(厚生年金,国民年金等の38年度の新規増加分の合計額
は,2,218億円で,資金運用部全体額の6,413億円に対し35%,国の財政投融資資金全体額の1兆1,097億円に対
し20%を占めている。

第7-19表 財政投融資(注)12使途別分類

次に,年金資金の使途は,第7-19表に示されているが,このうち(1)から(6)までは,被保険者等の福祉増進に直
接寄与する分野であつて,この分の小計額1,697億円は,年金資金等全体額の76.5%に当る。また,(7)から
(10)までは,被保険者等の福祉増進に間接的に寄与する分野で,この分の小計額521億円は,全体の23.5%に
あたる。なお,(11)の基幹産業や(12)の輸出振興策には,年金資金は全くふりむけられていない。

厚生年金保険の還元融資及び国民年金特別融資の資金枠は,毎年度積立金増加額の25%相当額であること
はすでに述べたところであるが,その使途は,前記の財政投融資使途別分類表の(1)から(6)までのうち,特に
被保険者等の生活内容の充実向上に直接的に寄与する住宅,病院,厚生福祉施設等の整備にのみふりむけら
れることとなつている。第7-20表は,厚生年金保険積立金還元融資及び国民年金特別融資の資金枠の年度
別推移を示すものである。この表によると,36年度においては総額335億円であつた資金枠は,37年度に
430億円,38年度においては522億円に達している。それではこの資金はどのように被保険者の生活の向上
に役立つているであろうか。

第7-20表 厚生年金保険積立金還元融資,国民年金特別融資資金枠

厚生白書（昭和38年度版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和38年度版）



  

第7  老後等に対する備え
5  積立金の運用
(2)  融資の現況

積立金の還元(特別)融資は,大きく分けて地方公共団体に対する貸付け(特別地方債)と民間の企業や協同組
合等に対する貸付け(年金福祉事業団を通じて貸付けられる。)に区分される。
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第7  老後等に対する備え
5  積立金の運用
(2)  融資の現況
ア  地方公共団体に対する貸付

昭和37年度における厚生年金保険積立金還元融資に対する特別地方債の申請と,その決定状況は第7-21表
のとおりである。

第7-21表 37年度特別地方債申請及び決定状況

このうち,住宅事業は,都道府県又は市町村が厚生年金保険法の適用を受ける中小企業事業所(常時使用する
被保険者が300人未満のもの)の従業員のために住宅を建設する事業である。病院事業は,利用圏内に所在
する事業所に使用される被保険者等が,地区住民のおおむね3割以上を占める地域における病院その他の医
療施設(職員住宅,看護婦宿舎等を含む。)の新設及び増改築事業並びに医療機械の購入事業等である。厚
生福祉施設事業は,会館,体育館,プール,国民宿舎,老人クラブ等を含んでいる。資金枠に対する申請の割合
をみると,住宅事業が1.5倍の43億円,病院事業が3.9倍の221億円,厚生福祉施設事業は,4.1倍の133億円とな
つており,いずれも還元融資に対する需要の大きさを物語つている。このうち住宅事業についてはあとで
のべるとおり,37年度からその大部分は年金福祉事業団を通じて直接,民間の企業等に貸付け,従業員のため
の住宅を整備することとしたが,中小企業対策の一環として地方公共団体が住宅を建設して,中小企業の事
業主に賃貸する方法も存置させている。これは,現在の住宅事情にかんがみ両者相まつて,特に中小企業や
零細企業の従業者のための住宅の整備充実を図ろうとするものである。

なお,38年度の申請状況は第7-22表のとおりであるが,資金枠146億円に対し,321件435億円で約3倍の申請
である。
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第7-22表 38年度特別地方債申請状況

次に,37年度における国民年金関係の特別地方債の申請とその決定状況は第7-21表のとおりである。住宅
及び生活環境事業のうち住宅改良事業は,農山漁村における個人住宅の改修事業で,主として,屋根,台所風
呂場等の改修に要する資金を市町村が貸付ける事業であり,水洗便所改良事業は,下水道終未処理施設及び
排水設備が完備している地域における住宅の水洗便所の改良に要する資金を,市町村を通じて貸付ける事
業である。なお,この農山漁村の住宅改良事業は,38年度からは国民年金特別融資の対象よりはずし,住宅金
融公庫の資金による貸付事業とされることになつた。病院事業は,厚生年金資金分の対象となる地域以外
の地域における病院,診療所の新設及び増改築事業等である。厚生福祉施設事業は,保育所,母子福祉セン
ター,老人クラブ等の社会福祉施設のほか,人口おおむね15万人未満の市町村が行なう国民宿舎,会館,体育
館,プール等の新設及び増改築事業(ただし,会館事業にあつては市に限られる。)である。資金枠に対する
申請の割合をみると,住宅及び生活環境事業がほぼ資金枠と同額で,病院事業が2.8倍の56億円,厚生福祉施
設事業は,3.8倍の98億円の多きに達している。38年度の申請状況は,第7-22表のとおりであるが,資金枠54
億円に対し,909件161億円で約3倍の申請となつており,この種の施設の整備が如何に国民から望まれてい
るかを示している。農村の住宅改良事業は前にのべたとおり38年度から住宅金融公庫に移されたため住
宅及び生活環境事業は,37年度よりも件数及び金額とも少なくなつている。

なお,地方公共団体に対する還元融資として以上述べた特別地方債のほかに,38年度において一般地方債に
よる分として81億円(上水道39億円,下水道21億円,簡易水道9億円,清掃事業12億円)がある。
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第7  老後等に対する備え
5  積立金の運用
(2)  融資の現況
イ  年金福祉事業団の貸付

年金福祉事業団は,厚生年金保険,船員保険及び国民年金の被保険者やその家族のための福祉施設の設置や
整備に要する資金の貸付けの業務を行なうものであるが,この融資は保険料の拠出者に対する還元融資で
ある建前から,長期かつ低利でその融資の対象施設は,住宅療養施設(病院,診療所等)休養施設(保養所,休養
所等)体育施設(体育館,運動場,プール等)教養文化施設(集会所,図書館等)給食施設,老人身体障害者,母子又
は児童のための福祉施設,生活改善施設(共同の浴場,洗濯場,炊事場)等とされている。また貸付けの相手方
は,厚生年金保険の適用事業所の事業主,船舶所有者,中小企業協同組合,農業協同組合,健康保険組合,国民健
康保険組合,消費者生活協同組合,日本赤十字社,社会福祉法人等である。37年度における貸付決定状況は第
7-23表のとおりであるが,37年度の資金枠155億円に対し,貸付けの申込みは,2,301件522億円で資金枠に対
し3倍以上にも及んでいる。

第7-23表 37年度年金福祉事業団融資申請及び決定状況

特に住宅については資金枠70億円に対し申請は4.3倍の約300億円に及んでいるが,現在の住宅困窮者の著
しさを端的に示している。また中小企業や小零細企業においては設備の近代化,合理化を図つて,生産性を
高めるため,最近,共同施設の設置がきわめて盛んになりつつあるが,特に現在の労働力不足,求人難に対処
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するため,福利厚生施設の共同化の傾向が著しくなつてきている。その一例として中小企業の共同給食施
設に対する需要を見ると第7-24表のとおりで,この2年間で3倍近い伸びを示している。

第7-24表 中小企業における共同給食事業に対する融資状況

今後このような中小企業の福祉施設事業の共同化についての需要はますます高まつていく傾向にあるも
のと見られるが,これに対しては,他の一連の中小企業対策と相まつて還元融資を通じて,推進を図つていく
必要がある。なお,年金福祉事業団に対する38年度の貸付申込状況は第7-25表のとおりである。

第7-25表 年金福祉事業団貸付申込状況

貸付申込金額は総額で447億円で,特に住宅に対する申込金額が最も多く261億円となつているのが目立つ
ている。次に38年度から新たに既設民間社会福祉施設のうち,厚生大臣が特に緊急整備の必要を認めたも
ので,経営主体が社会福祉法人及び日本赤十字社であるものについては,事業の性格上国及び都道府県(指定
都市を含む)が,助成策として補助金を支出するとともに,残余の事業費について年金福祉事業団による貸付
を行ない,施設の緊急整備を図ることになつた。
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